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道では、平成15年に公共施設での受動喫煙の防止を盛り込んだ「健康増進法」の施行を契機

に、一層のたばこ対策を促進させる観点から、平成16年に第１期目の「たばこ対策推進計画」を
独自に策定しました。
その後、国においては、平成17年に発効した、たばこの規制に関する国際協力を定めた「たば

この規制に関する世界保健機関枠組条約」を批准し、この条約を踏まえ、禁煙治療への保険適用
や製品の注意文書表示や広告の規制などの対策が進められてきました。
平成30年に、望まない受動喫煙を防止するため、健康影響が大きい子ども、患者利用者に配慮

し、多くの者が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が講ずべき措置を定めた改正健康増進法が施行されました。
また、令和５年には、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」を改正

し、令和６年度から今後12年間の「国民健康づくり運動（健康日本21（第三次））」を定めまし
た。
一方、道においては、平成24年に「北海道がん対策推進条例」を施行、たばこ対策を含めた総

合的ながん対策を推進することとしているほか、令和２年には、道議会における「受動喫煙ゼロ
の実現を目指す決議」を踏まえ、「北海道受動喫煙防止条例」（以下「条例」という。）を制定、令
和３年に個別計画として「北海道受動喫煙対策推進プラン」を策定しました。
道では、こうした動向を踏まえ、国の「健康日本21（第三次）」の趣旨に沿って、生活習慣及び

社会環境の改善を通じて、全ての道民がともに支え合いながら希望や生きがいを持ちすこやかで
心豊かに生活できる持続可能な社会を実現するため、令和６年度から令和17年度までの12年間
を計画期間とする「北海道健康増進計画すこやか北海道21」（以下「すこやか北海道21」とい
う。）を策定し、「喫煙」を含む14の領域について、それぞれ道民の健康増進の取組を効果的に推
進するための目標及び指標を設定し、健康状態や生活習慣の状況の把握に努めることとしてお
り、喫煙に関しては「５つの目標」を定めています。
道ではこれまで、「すこやか北海道21」及び「たばこ対策推進計画」に基づきたばこ対策を推進

してきましたが、本道の喫煙率は減少傾向にあるものの、依然として全国と比較し高い状況が続
いており、引き続き、市町村、医療機関、関係団体、学校、職場等の連携、協力を一層強め、実
効性ある取組を推進する必要があります。
このため、「すこやか北海道21」における喫煙領域の「５つの目標」の達成に向け、各機関・団

体の役割や取組の方向性を明らかにするとともに、施策の推進状況を把握する指標を定めた新た
な北海道健康増進計画「すこやか北海道21」に付属するものとして第３期目の「たばこ対策推進
計画」として位置づけています。

　趣旨１
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たばこ対策推進計画は、「すこやか北海道21」で定めた、喫煙領域の目標実現に向けた方向性や
取組を記述した計画です。
また、「北海道受動喫煙防止条例」や「北海道受動喫煙防止対策推進プラン」、「北海道がん対策

推進条例」、「北海道がん対策推進計画」における理念や喫煙対策の取組との整合性を図ります。

「すこやか北海道21」に付属するものとして、計画期間は令和６年度から令和17年度までの
12年間とします。
なお、６年を経過した令和11年度を目途に、目標の達成状況などについて中間評価を行い、必

要に応じて見直しを行うこととします。
また、見直しに当たっては、道内の受動喫煙防止対策の進捗状況を把握のうえ、「受動喫煙防止

対策推進プラン」と統合することを検討します。

≪各計画の期間等≫

H12 H25 R6

中間見直し

方針を踏まえて策定 方針を踏まえて策定 方針を踏まえて策定

■「喫煙」領域の取組を定める

■喫煙対策で整合性を図り策定

（個別）第１期
たばこ対策推進計画

第３期（付属） 第２期
たばこ対策推進計画

第３期第２期第１期
すこやか北海道 21

国 健康日本 21（第三次）
（R6～R17）

国 健康日本 21（第二次）
（H25～R5）

国 健康日本 21
（H12～H24）

第２期
受動喫煙防止対策推進プラン

第１期

北海道受動喫煙防止条例
（R2.4施行）

第４期第３期第２期

北海道がん対策推進条例
（H24.4施行）

個別計画

第１期
がん対策推進計画

　位置づけ２

　期間３
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（１）考え方

道民の健康を守るため、様々なエビデンス（根拠）＊を踏まえ、喫煙率の減少と受動喫煙を防止
する対策を進めることとします。

≪喫煙に関する様々なエビデンス（根拠）≫
厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」（平成28年8月）

＊ エビデンス（根拠）：これまで行われたさまざまな科学的研究を、研究精度の高さを勘案しつつ比較検討し、現時点で

最も確からしいことを判断の根拠

　考え方と本道の現状４
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（２）本道の現状

① がんによる死亡の状況
令和２年(2020年)人口動態統計（厚生労働省）によると、本道では、喫煙による影響があると

されている「気管、気管支及び肺の悪性新生物」（肺がん）による死亡は、男性2,892人、女性
1,434人でした。これはすべての悪性新生物による死亡の中で男女とも第1位であり、すべての死
因の中で、男性では第 2位、女性では第 3位となっています。

肺がんの75歳未満の年齢調整死亡率（人口10万対）でみると、男性22.7、女性8.7と、男女
とも全国平均（男性18.4、女性5.8）より高い状況であり、また、47都道府県中では、男女とも
上位となっており、この傾向は長く続いています。

② 喫煙の状況
令和４年国民生活基礎調査によると、本道における20歳以上の者の喫煙率は、男性28.1％、女

性13.2％であり、男女とも全国平均（男性25.4％・女性7.7％）を上回っており、47都道府県中
では、男性は第14位、女性は第１位となっています。

女性の喫煙率を年齢別にみると、20～24歳で6.8％、25～29歳で7.6％となっており、全国平
均（20～24歳4.8％、25～29歳7.0％）と比較し、若い年代から高い傾向にあります。

③ 20歳未満の者の喫煙の状況
本道の喫煙経験のある20歳未満の割合は、令和５年に道が実施した調査によると、中学１年生

の男子では0.3％（全国0.1％）、女子では0.1％（全国0.1％）、高校３年生の男子では1.8％（全国
1.0％）、女子では0.4％（全国0.6％）と、ともに男子で全国平均を上回っています。

④ 妊産婦の喫煙の状況
本道における妊産婦の喫煙率は、道の令和４年度の調査（北海道母子保健報告事業）による

と、妊婦で3.2％（H28 6.6％）、産婦で6.3％（H28 8.6％）となっており、減少傾向にあるもの
の全国平均2.1％と比較すると高い傾向にあります。

⑤ 施設等の受動喫煙防止対策の状況
令和２年（2020年）４月に、改正健康増進法が施行され、「望まない受動喫煙」の防止を図るた

め、行政機関や医療機関、学校等は原則敷地内禁煙に、事業所、宿泊施設、飲食店等多くの者が
利用する施設は原則屋内禁煙とするとともに、当該施設等の管理について管理者が講ずべき措置
が定められました。道では、令和２年(2020年)３月に、法改正内容を踏まえ、「受動喫煙ゼロ」の
実現を目指し条例を制定、法と合わせ対策を推進しています。

令和４年度に道が実施した受動喫煙防止対策に関する施設調査によると、保育所、小・中・高校、
市町村庁舎等では100％、その他の第一種施設では93.7％となっており、第二種施設では、図書館、
美術館では100％、飲食店では84.9が屋内において禁煙や分煙などの受動喫煙防止対策を実施し
ており、各施設において対策が進められています。
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≪令和２年　年齢調整死亡率（人口10万対）≫

≪肺の悪性新生物の75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）≫

≪喫煙の状況≫

≪妊産婦の喫煙の状況≫

男性 女性

北海道 22.7 2位 8.7 1位

全国 18.4 5.8
令和4年（国立がん研究センターがん情報サービス）

男性 女性

第１位 心疾患 180.0 心疾患 108.4

第２位 肺がん 113.4 脳血管疾患 55.6

第３位 肺炎 89.0 肺がん 36.9

第４位 脳血管疾患 88.9 大腸がん 34.2

第５位 大腸がん 52.8 肺炎 32.5
令和2年人口動態統計（厚生労働省）

男性 女性

北海道 28.1％ 14位 13.2％ 1位

20～24歳 21.1％ 6.8％

全国 25.4％ 7.7％

20～24歳 19.0％ 4.8％

令和4年国民生活基礎調査（厚生労働省）

男子 女子

中学 1年生 高校 3年生 中学 1年生 高校 3年生

北海道 0.3％ 1.8％ 0.1％ 0.4％

全国 0.1％ 1.0％ 0.1％ 0.6％
令和5年北海道調査（保健福祉部）／令和3年 厚生労働科学研究費補助金研究班調査

≪20歳未満の者の喫煙の状況≫

妊婦 産婦

北海道 3.2％ 6.3％

全国 2.1％
令和４年北海道母子保健報告事業／令和4年厚生労働省母子保健調査

北海道健康増進計画　すこやか北海道 21
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≪第一種施設及び屋外の受動喫煙対策の実施状況≫

≪第二種施設受動喫煙対策の実施状況≫

屋内の対策を実施 屋外の対策を実施

保育所・認定こども園 100.0％ 100.0％

小・中・高校等 100.0％ 100.0％

市町村等本庁舎 100.0％ 100.0％

病院 100.0％ 100.0％

診療所 90.3％ 88.6％

薬局等 91.8％ 90.6％

屋内の対策を実施

図書館（市町村管理） 100.0％

公民館（市町村管理） 96.4％

体育館（市町村管理） 100.0％

美術館（市町村管理） 100.0％

入浴施設（市町村管理） 98.3％

劇場等 94.7％

競馬場等 100.0％

集会場等 83.5％

理美容室 76.1％

百貨店等 91.3％

コンビニエンスストア 86.7％

銀行等 97.2％

駅舎等 97.1％

動物園 92.9％

高齢者施設 95.7％

宿泊施設 89.4％

飲食店 84.9％
令和4年度北海道調査（保健福祉部）
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